
例えば・・・

⼟地・建物等不動産を所有している勲さん（８０歳）が委託者

となり、⻑男である浩さん（５０歳）を受託者、ご⾃⾝を受益者

とし信託契約を締結し、信託登記をすることによって、受託者の

浩さんが、勲さんのためにその不動産を売却し、その売買代⾦を

勲さんのものとすることができます。

このように説明をすると、「委任の契約とかわらないじゃない

か︖」と思われる⽅もいらっしゃいますが、委任契約と⼤きく異

なる点は、不動産の名義が浩さんに移るという点です。委任契約

では、不動産売買契約等は勲さん⾃ら⾏わなければなりませんの

で、勲さんが認知症となった場合には、これらの契約を締結する

ことができません。しかし、信託契約によって、管理・処分権が

浩さんに与えられていれば、勲さんの判断能⼒の有無にかかわら

ず、浩さんがその不動産を売却することができるのです。
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